
自分が受け入れられていると感じる環境の中、自分のペースで学べ
るよう支援することで、不登校児童生徒の一人一人の強みが生かされ、
社会的自立につながる可能性が高くなると考えています。そのために

は、不登校児童生徒が自分らしく学び、将来の自立を目指せるような
学びの場を整える必要があります。
そこで、皆様から寄附金及び物品の寄附を募集し、誰一人取り残さ

ない不登校支援をめざします。皆様からのご支援は、子どもたちの自
己肯定感を育み、自分らしい学びを見つけ、将来の自立を目指すこと
につながるはずです。ぜひ皆様の温かいご支援をお願いします。

まずは校内フリースペースを
市内５校に整備します
〇自分らしい学びを促す魅力的な環境づくり

〇様々な学びに対応できる備品や教材の整備

〇不登校支援対策を市内小中学校へ展開するセン

ター的機能

〇実証した支援体制を市内小中学校へ展開

この寄附に関するお問い合わせ
岐阜市教育委員会 学校安全支援課
（058 -214-2325） 岐阜市役所 18階
※物品の寄附に関しては、まずこちらへ
お問い合わせください。

不登校児童生徒に関わる教職員を充実さ
せていきます
〇フリースペース常駐職員、教育相談支援員、SC、

地域人材等

学校の教室に限らない学びやふれあいの
場をつくります
〇オンラインを活用した支援方法の構築



●寄附金の申し込み

下記の方法での申し込みが可能です。（ふるさと納税に対応）

１ インターネットを利用した申し込み

下記のウェブサイトからお手続きください。（ウェブサイトは今後変更することがあります。）

２ 書面による申し込み

「自分らしい学びを促す不登校支援 寄附申込書」をホームページからダウン

ロードいただき、必要事項を記入の上、下記の申し込み先（学校安全支援課）に

メール、郵送、ファックスまたはご持参ください。

お申し込みの確認後、納付用紙をお送りしますので、納付用紙に記載の金融機

関の窓口でご入金ください。

市の窓口で直接ご入金される場合は、平日（祝日、12月29日～1月3日を除く月

曜～金曜日）の午前8時45分から午後5時30分までに学校安全支援課にお越しくだ

さい。

●募集期間

令和５年４月６日から

岐阜市教育委員会事務局 学校安全支援課（市庁舎18階）
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
電 話：058-214-2325（直通） FAX：058-265-8045
メール：g‐anzenshien@city.gifu.gifu.jp
※物品の寄附を希望される場合は、まずこちらへお問い合わせください。

・金融機関の窓口でご入金いただいた場合は、お手元に残る半券（納入通知書兼領収書）が
領収書になります。
・市の窓口で直接ご入金いただいた場合は、その場で領収書を発行いたします。
・入金確認後にお送りします、寄附金受領証明書を、領収書に代えてご利用いただくことも
できます。
※領収書等は、確定申告等による寄附金控除を受けるために必要となりますので、大切に保管してください。

・寄附をいただいた方には、感謝状またはお礼状を贈呈いたします。

・ご入金いただいた後のご辞退・返金は応じかねますのでご了承ください。

・岐阜市外にお住まいの個人で一定額以上の寄附を頂いている方は、ふるさと納税の対象となり、

岐阜市ゆかりの返礼品をお受け取りいただけます。

サイト名 ふるさとチョイス au PAY ふるさと納税 楽天ふるさと納税

QRコード

●寄附金の受領を証明する書類

●その他


